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      公安委員会規則 

○群馬県警察の組織及び警察職員の配置定数に関する規則の一部を改正する規則（警務課）         ２ 

 

      公安委員会規程 

○群馬県公安委員会公文書管理規程の一部を改正する規程（総務課）                   ３ 

 

      警察本部訓令 

○群馬県警察の公文書の管理に関する訓令の一部を改正する訓令（広報広聴課）              ３ 
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 群馬県警察の組織及び警察職員の配置定数に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月６日 

群馬県公安委員会委員長 竹 内   健   

群馬県公安委員会規則第３号 

   群馬県警察の組織及び警察職員の配置定数に関する規則の一部を改正する規則 

 群馬県警察の組織及び警察職員の配置定数に関する規則（平成１１年群馬県公安委員会規則第３号）の一部を次

のように改正する。 
 
                           「組織犯罪対策第一課 
 第１９条中「７課」を「８課」に、「組織犯罪対策課」を           に改める。 
                            組織犯罪対策第二課」 
 

 第２１条第１号中「特殊詐欺特別捜査室」を「匿名・流動型犯罪グループ対策室」に改める。 

 第２２条（見出しを含む。）中「組織犯罪対策課」を「組織犯罪対策第一課」に改め、同条第５号中「麻薬、覚

醒剤等薬物事犯の取締り」を「匿名・流動型犯罪グループ対策室」に改め、同条第６号から第８号までを削り、同

条の次に次の１条を加える。 

（組織犯罪対策第二課の分掌事務） 

第２２条の２ 組織犯罪対策第二課においては、次の事務をつかさどる。 

 ⑴ 麻薬、覚醒剤等薬物事犯の取締りに関すること。 

 ⑵ 拳銃等銃器事犯の取締りに関すること。 

 ⑶ 暴力団対策室に関すること。 

 第２５条中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号を第５号とし、第７号を第６号とする。 

 第３４条及び第３５条を次のように改める。 

第３４条及び第３５条 削除 

 第４３条の２の２第３項第４号及び第５号中「組織犯罪対策課」を「組織犯罪対策第二課」に改める。 

 第４５条の２の次に次の１条を加える。 

（匿名・流動型犯罪グループ対策室） 

第４５条の３ 組織犯罪対策第一課に、匿名・流動型犯罪グループ対策室を附置する。 

２ 匿名・流動型犯罪グループ対策室は、前橋市に置く。 

３ 匿名・流動型犯罪グループ対策室の事務は、次のとおりとする。 

⑴ 匿名・流動型犯罪グループ対策の企画及び調査に関すること。 

⑵ 匿名・流動型犯罪グループに係る情報の収集、分析及び実態解明に関すること。 

 ⑶ 匿名・流動型犯罪グループに係る犯罪の捜査に関すること。 

 ⑷ 特殊詐欺等の捜査に関すること。 

 第４６条第１項中「組織犯罪対策課」を「組織犯罪対策第二課」に改める。 

 第４６条の２を削る。 

第４７条第３項に次の１号を加える。 

 ⑶ 交通安全教育に関すること。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年３月１８日から施行する。 

■ 公安委員会規則 
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（群馬県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則の一部改正） 

２ 群馬県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則（平成２７年群馬県公安委員会規則第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第４条中「刑事部組織犯罪対策課長」を「刑事部組織犯罪対策第二課長」に改める。 

 

 

 

 群馬県公安委員会公文書管理規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

  令和７年３月６日 

                                                          群馬県公安委員会委員長 竹 内   健   

群馬県公安委員会規程第１号 

   群馬県公安委員会公文書管理規程の一部を改正する規程 

 群馬県公安委員会公文書管理規程（令和３年群馬県公安委員会規程第５号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２中「刑事部組織犯罪対策課」を「刑事部組織犯罪対策第二課」に改める。 

   附 則 

 この規程は、令和７年３月１８日から施行する。 

 

 

 

群馬県警察本部訓令甲第６号 

 群馬県警察の公文書の管理に関する訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和７年３月６日 

                                                                  群馬県警察本部長 倉 木 豊 史   

   群馬県警察の公文書の管理に関する訓令の一部を改正する訓令 

 群馬県警察の公文書の管理に関する訓令（令和３年群馬県警察本部訓令甲第５号）の一部を次のように改正する。 

 第２３条第１項第１号イの表刑事部組織犯罪対策課の項中「刑事部組織犯罪対策課」を「刑事部組織犯罪対策第

二課」に改める。 

別表第３の１の表機動警ら隊の項を削り、同表中 

「 

                                           」 

「 

 

 
 

   附 則 

 この訓令は、令和７年３月１８日から施行する。 

 

 

 

 

■ 公安委員会規程 

■ 警察本部訓令 

組織犯罪対策課 組 

 

組織犯罪対策第一課 組一 

組織犯罪対策第二課 組二 

 

を 

に改める。 

」 
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